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所
蔵
資
料

ア

ー

カ

イ

ブ

ズ

を
読
む 

第
20
回 

皇
居
で
神
輿
を
担
げ
る
か
？ 

東
京
府
文
書
「
日
枝
神
社
宮
司
園
池
実
康
よ
り
皇
居
御
門
内
へ
神
輿
舁

入
願
指
令
」『
回
議
録
・
社
寺
雑
件
・
２
冊
〈
社
寺
掛
〉
１
月
（
ヨ
リ
６

月
）』
明
治
16
年 

 
 
 
 
 

請
求
番
号
：
６
１
３
．
Ｂ
６
．
０
４ 

 

「
江
戸
の
三
大
祭
」
と
い
え
ば
、
神
田
神
社
の
神
田

か

ん

だ

祭
ま
つ
り

、
日
枝
神
社
の
山
王

さ
ん
の
う

祭
ま
つ
り

、
富
岡
八
幡
宮
の
深
川

ふ
か
が
わ

祭
ま
つ
り

の
こ
と
で
す
が
、
こ
の
う
ち
江
戸
幕
府
直
轄
の
も

と
祭
事
を
盛
大
に
行
っ
た
「
天
下

て

ん

か

祭
ま
つ
り

」（
「
御
用
祭
」
と
も
）
に
数
え
ら
れ
る
の

は
、
神
田
祭
と
山
王
祭
で
す
。
そ
し
て
山
王
祭
は
、
京
都
の
祇
園

ぎ

お

ん

祭
ま
つ
り

、
大
阪
の
天て

ん

神じ
ん

祭
ま
つ
り

と
な
ら
び
「
日
本

の
三
大
祭
」
に
あ
げ
ら

れ
る
国
内
屈
指
の
お
祭

り
で
す
。 

今
回
は
、
そ
の
山
王

祭
の
神
輿
に
関
す
る
史

料
を
読
ん
で
い
き
ま

す
。 

    

１ 

資
料 

東
京
府
文
書
「
日
枝
神
社
宮
司
園
池
実
康
よ
り
皇
居
御
門
内
へ
神
輿
舁
入
願
指
令
」

『
回
議
録
・
社
寺
雑
件
・
２
冊
〈
社
寺
掛
〉
１
月
（
ヨ
リ
６
月
）』 

明
治
16
年 

（
請
求
番
号
：
６
１
３
．
Ｂ
６
．
０
４
） 
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２ 

解
読
文 
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 ３ 

読
み
下
し
文 

記

録

〔
欄
外
〕 

五
月
一
日
送
達 

 
 

四
月
三
十
日
付
記
録
科 

浄
写
長

井

（
朱
書
） 

校 

記
録
科 

○印 

合 

主
任
（
朱
書
） 

長
井  

 

庶
務 

社
寺

（
朱
書
） 

 

明
治
十
六
年
四
月
二
十
三
日 

出 

六
等
属
野
澤
俊
元
㊞ 

知
事 

（〔

花
押

芳
川
顕
正

）〕

㊞
書
記
官 

㊞
庶
務
課
㊞ 

皇
居
御
門
内
ヘ
神
輿
舁
入
懇
願 

日
枝
神
社
宮
司 

園
池
実
康 

右
社
は
府
下
第
一
の
神
社
に
て
特
に 

官
祭
に
列
せ
ら
れ
候
廉
を
も
っ
て
自
然 

願
意
許
容
相
成
候
は
ば
、
随
て
諸 

人
の
崇
敬
を
相
増
し
申
す
べ
き
と
存
じ
候
条 

左
案
の
御
添
書
を
も
っ
て
進
達
相 

成
り
し
か
る
べ
き
や
、
相
伺
い
候
也 

  
 

案 

宮
内
卿
宛 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

長

官

〔
東
京
府
知
事
〕 

 

 
 

 

仮
皇
居
御
門
内
へ
神
輿
舁
入
懇
願
書
進
達 

官
幣
中
社
日
枝
神
社
本
年
六
月 

十
五
日
官
祭
済
の
後
ち
旧
例
に
依
り 

産
子
区
内
神
輿
巡
行
の
際
、
仮 

皇
居
御
門
内
へ
暫
時
神
輿
を 

駐
め
た
き
云
々
、
別
紙
の
通
り
宮
司 

園
池
実
康
よ
り
懇
願
書
差 

出
し
候
と
こ
ろ
、
該
社
は
当
府
下
第
一
の 

神
社
に
て
、
特
に
官
祭
に
列
せ
ら
れ
候
廉 

を
も
っ
て
、
自
然
願
旨
御
許
容
相 

な
り
候
は
ば
、
一
層
神
威
の
光
輝 

を
添
え
、
随
て
諸
人
の
崇
敬
を
も
相 

増
し
申
す
べ
し
、
依
て
願
書
進
達 

候
条
し
か
る
べ
き
御
詮
議
相
成
た
く
、
こ
の 
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段
上
申
候
也 

 
４ 

資
料
解
説 

こ
の
資
料
は
、
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
四
月
十
九
日
に
、
日
枝
神
社
宮
司

園
池
実
康
（
一
八
五
七
～
一
九
二
八
）
か
ら
、
宮
内
卿
徳
大
寺
実
則
へ
の
出
願
届

を
受
け
て
、
府
の
庶
務
課
社
寺
係
の
野
澤
俊
元
が
、
四
月
二
十
三
日
に
起
案
し
た

宮
内
卿
宛
て
東
京
府
進
達
案
の
回
議
書
で
す
。
園
池
の
願
書
は
、
日
枝
神
社
の
山

王
祭
で
「
仮
皇
居
正
門
内
」
へ
神
輿
を
担
ぎ
入
れ
た
い
と
い
う
内
容
で
、
野
澤

は
、
こ
の
願
書
に
対
す
る
府
の
添
状
案
を
作
成
し
、
宮
内
卿
へ
の
進
達
の
可
否
を

伺
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
本
資
料
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
『
回
議
録
』
と
は
、
人

民
の
願
書
伺
書
等
で
、
上
局
の
指
揮
を
得
て
処
理
を
完
結
し
た
文
書
を
編
綴
し
た

も
の
で
す
。 

こ
の
文
書
の
欄
外
に
は
、
「
要
決
」
の
印
が
見
え
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
知
事
、
書

記
官
（
知
事
に
次
ぐ
職
）
の
裁
決
が
必
要
と
さ
れ
た
文
書
に
押
さ
れ
ま
す
。
そ
し

て
、
「
四
月
二
十
八
日
判
決
済
」
の
印
、
さ
ら
に
、
知
事
芳
川
顕
正
の
花
押
、
書
記

官
の
印
が
あ
り
、
知
事
、
書
記
官
が
こ
の
文
書
を
決
裁
し
た
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
園
池
の
願
書
の
宮
内
卿
へ
の
上
申
が
許
可
さ
れ
た
の
で
す
。 

野
澤
が
作
成
し
た
添
状
案
に
は
三
つ
の
理
由
を
挙
げ
て
、
六
月
十
五
日
の
山
王
祭

に
仮
皇
居
内
へ
の
神
輿
渡
御
に
つ
い
て
、「
し
か
る
べ
く
詮
議
」
し
て
ほ
し
い
と
、
許

可
を
求
め
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
と
は
、
第
一
に
「
旧
例
」
が
あ
る
こ
と
、
第
二
に

日
枝
神
社
が
「
東
京
府
下
第
一
の
神
社
」
で
あ
る
こ
と
、
第
三
に
山
王
祭
が
「
官
祭
」

で
あ
る
こ
と
、
で
す
。
そ
し
て
仮
皇
居
内
へ
お
渡
り
が
な
さ
れ
れ
ば
、
日
枝
神
社
は

さ
ら
に
崇
敬
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
結
ん
で
い
ま
す
。 

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
れ
ら
の
三
つ
が
理
由
に
上
げ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ

の
前
に
神
輿
渡
御
の
希
望
の
地
で
あ
る
当
時
の
皇
居
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き

ま
し
ょ
う
。 

江
戸
城
は
幕
末
に
本
丸
、
二
の
丸
が
焼
失
し
て
再
建
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、

皇
居
は
旧
西
丸
に
あ

り
ま
し
た
が
、
明
治

六
年
（
一
八
七
三
）

五
月
五
日
の
火
事
に

よ
り
焼
失
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。
そ
の
た

め
、
明
治
二
十
一
年

（
一
八
八
八
）
十
月

に
新
し
い
皇
居
が
完

成
す
る
ま
で
、
旧
紀

伊
藩
邸
の
赤
坂
離
宮

を
「
仮
皇
居
」
に
し

ま
し
た
。
園
池
宮
司

が
「
仮
皇
居
正
門

内
」
と
記
し
た
の

は
、
現
在
の
迎
賓
館

東
門
に
当
た
り
ま
す

（
下
図
参
照
）。 

さ
て
、
日
枝
神
社

は
、
太
田
道
灌
が
江

戸
城
を
築
城
し
た
時

に
城
内
に
設
け
た
小
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さ
な
山
王
社
の
社
を
、
徳
川
家
康
が
江
戸
城
の
鎮
守
と
崇
め
て
か
ら
、「
徳
川
歴
朝

の
産
神
」
、
「
江
戸
郷
の
鎮
守
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
崇
敬
を
集
め
て
い
ま
し
た
。
ま

た
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
一
月
に
は
、
東
京
府
が
管
轄
す
る
府
社
か
ら
、
国

の
管
轄
す
る
官
幣
社
に
昇
格
し
ま
し
た
。
官
幣
社
に
は
、
大
、
中
、
小
の
社
格
が

あ
り
、
日
枝
神
社
は
官
幣
中
社
で
し
た
。
な
お
、
東
京
府
へ
願
い
出
た
園
池
実
康

は
、
公
家
出
身
で
、
日
枝
神
社
が
官
幣
中
社
に
な
っ
た
月
に
宮
司
に
任
官
し
ま
し

た
。 余

談
に
な
り
ま
す
が
、
日
枝
神
社
が
官
幣
中
社
に
昇
格
し
た
こ
と
を
う
け
て

か
、
一
月
二
十
七
日
に
宮
司
に
な
っ
た
ば
か
り
の
園
池
は
、
翌
二
月
二
十
三
日
に

は
山
王
祭
の
日
を
六
月
十
五
日
に
定
め
る
よ
う
に
政
府
に
上
申
し
、
こ
れ
が
認
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
旧
暦
新
暦
を
問
わ
ず
、
山
王
祭
が
六
月
十
五
日
に
行

わ
れ
る
の
は
古
来
か
ら
一
貫
し
て
お
り
、
そ
れ
を
あ
え
て
政
府
に
申
請
し
た
の

は
、
例
祭
日
に
、
政
府
公
認
の
お
墨
付
き
を
得
る
た
め
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。 

第
二
、
第
三
の
理
由
の
根
拠
は
、
将
軍
家
の
庇
護
を
う
け
「
江
戸
郷
の
鎮
守
」

と
も
さ
れ
る
由
緒
を
持
ち
、
そ
し
て
直
近
で
官
幣
中
社
に
昇
格
し
た
こ
と
で
し

た
。
さ
ら
に
第
一
の
「
旧
例
」
に
つ
い
て
確
認
し
ま
し
ょ
う
。 

江
戸
時
代
、
山
王
祭
で
は
江
戸
城
内
に
神
輿
渡
御
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
一

説
に
は
、
江
戸
城
内
で
神
幸
祭
が
初
め
て
行
わ
れ
た
の
は
、
二
代
将
軍
秀
忠
の
治

世
の
慶
長
二
十
年
（
一
六
一
五
）
六
月
十
五
日
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
幕
末
を

の
ぞ
き
歴
代
の
将
軍
た
ち
は
、
城
内
に
設
け
ら
れ
た
御
覧
所
（
お
も
に
吹
上
）
で

神
輿
や
山
車
の
お
練
り
を
上
覧
し
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
明
治
に
入
る
と
、
ル

ー
ト
が
変
わ
り
神
輿
は
入
城
し
な
く
な
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
将
軍
の
居
城
で
神

幸
を
行
い
、
そ
れ
を
将
軍
が
見
物
し
て
い
た
「
旧
例
」
が
あ
っ
た
の
で
す
。
園
池

宮
司
の
宮
内
卿
宛
願
書
に
は
「
思
召
を
も
っ
て
御
遥
拝
あ
ら
れ
」
た
い
と
、
天
皇

の
上
覧
も
具
申
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

さ
て
、
本
添
状
と
と
も
に
宮
内
卿
へ
上
申
さ
れ
た
日
枝
神
社
の
願
い
出
は
叶
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
残
念
な
が
ら
仮
皇
居
へ
の
神
幸
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。「
詮
議
に
及
ば
れ
難
」
き
旨
が
宮
内
省
よ
り
指
令
さ
れ
、
宮
内
省
で
は
、
詮
議

と
し
て
取
り
合
う
こ
と
の
な
い
出
願
だ
っ
た
の
で
す
。
不
許
可
の
理
由
は
不
明
で

す
が
、「
府
下
第
一
の
神
社
」
で
あ
っ
て
も
、
前
政
権
の
「
徳
川
歴
朝
の
産
神
」
と

い
う
由
緒
が
影
響
し
て
い
た
と
も
推
察
さ
れ
ま
す
。 

園
池
が
願
書
に
記
し
た
よ
う
に
、
実
現
し
て
い
れ
ば
、
官
幣
社
の
威
厳
を
世
に 

広
く
示
す
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
山
王
祭
に
参
加
す
る
産
子
氏
子
衆
と
い
っ
た

住
民
に
と
っ
て
も
晴
れ
が
ま
し
い
こ
と
で
、
そ
れ
は
そ
れ
は
盛
り
上
が
る
お
祭
り

に
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
現
在
の
山
王
祭
も
大
変
盛
大
な
お
祭
り

で
す
が
。 

お
祭
り
を
盛
り
上
げ
る
こ
と
で
、
社
格
を
厳
か
に
し
よ
う
と
す
る
神
社
の
精
力

的
な
活
動
が
み
え
る
史
料
で
し
た
。 

 

【
主
要
参
考
文
献
・
資
料
】 

・
「
明
治
十
五
年
一
月
二
十
七
日 

神
官
新
任 

日
枝
神
社
宮
司 

従
五
位 

園

池
実
康
」『
神
官
進
退
住
職
進
退
社
寺
創
建
合
併
教
院
、
神
官
住
職
病
死  

〈
社

寺
掛
〉
明
治
十
四
年
七
月
起
』（
請
求
番
号
：
６
１
２
．
Ⅾ
６
．
１
１
） 

h
ttp

s://w
w

w
.a

rch
iv

e
s.m

e
tro

.to
k

y
o
.lg

.jp
/d

e
ta

il?cls=
co

lle
ctio

n
_
0
4

&

p
k

e
y
=

1
0

0
4
6

3
3
 

・
『
公
文
録 

明
治
十
五
年
・
第
百
八
十
一
巻
・
明
治
十
五
年
四
月
～
六
月 

宮
内

省
』
公
〇
三
三
八
九
一
〇
〇―

〇
〇
三
〇
〇 

・『
大
人
名
事
典
』
第
三
巻 

平
凡
社 

一
九
五
三
年 

・『
日
枝
神
社
史 

全
』
日
枝
神
社
御
鎮
座
五
百
年
奉
賛
会 

一
九
七
九
年 

・
山
中
永
之
佑
他
監
修
『
近
代
日
本
地
方
自
治
立
法
集
成
』
Ⅰ
〔
明
治
前
期
編
〕
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弘
文
堂 

一
九
九
一
年 

・
村
井
益
男
『
江
戸
城
』
中
公
新
書 

一
九
九
六
年 

・
東
京
都
公
文
書
館 

都
史
紀
要
四
十
一
『
明
治
期
東
京
府
の
文
書
管
理
』
二
〇
一

三
年 

【
資
料
情
報
】 

東
京
府
文
書
「
日
枝
神
社
宮
司
園
池
実
康
よ
り
皇
居
御
門
内
へ
神
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